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本研究の概要

1＊ 原田隆史同志社大学教授が運営、全国の自治体の条例等を網羅的に収録している。
https://jorei.slis.doshisha.ac.jp/

【背景・目的】
● 消費者行政に関する条例の制定状況やその内容について、全国の自治体を網羅的に対象とした調査や研
究はされてこなかった。
● 消費者行政に関する条例を一覧性のある形で整理・分析することを目的とする。
【実施した内容】
● 条例検索サイトを用いて抽出した条例をカテゴリー毎に分類し、条例数、規定している内容及び制定時期等
を整理。
● 消費者行政関係条例の把握と分類等

「条例ｗｅｂアーカイ
ブデータベース*」に
登録されている条例を

抽出

９１５件の条例を
研究対象として特定。
制定年の集計を行い

精査・分析

①消費者行政関係条例
の把握と分類

②社会的な事件・事故
等と条例制定との関連性
等の分析



分析対象とした条例
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● 以下の定義を満たす９１５件の条例を、分析対象として特定した。

対象とする条例

条件１．
「消費」の文言を含むこと。
条件２．
条例の前文もしくは目的が

消費者行政等の推進（消費者
被害の防止・周知啓発、消費
者市民社会の実現、消費生
活センターの設置等）に関係
するものであること
条件３．
行政組織や給与等、行政の

内部手続に関する条例ではな
いこと。ただし、条例名や目
的を定める規程に消費生活セ
ンター、消費生活相談員、消
費者行政を扱う審議会等が定
められている場合にはこの限
りではない。

●スクリーニングの実施
⇒消費者行政と関係
の薄い文脈で使われる
単語を抽出
⇒該当する単語のい
ずれかを含まない条例
を除外して検索

●左記の定義を満た
すか、条例を精査



消費者行政関連条例の分類について
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●消費者行政関係条例915件について、それらを制定している自治体は、47都道府県、756市区町村であっ
た*。これらの条例を(1)消費生活条例、(2)消費生活センター条例、(3)消費者行政個別条例、(4)基金条例、
(5)住民のくらし安全等に関する条例の５つに分類し、それぞれが制定されている自治体数をまとめたところ、以下
の結果となった。

＊ 一つの自治体が、複数の消費者行政関係条例を制定している場合があり、都道府県・市区町村数の合計は915とならない。
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各内容の規定を持つ自治体数（都道府県と市区町村）をまとめた。都道府県で見ると、ほとんどの条例が規定
している内容が、以下のとおり存在することが分かった。

結果の総括①
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結果の総括②



今後の検討課題

・消費者庁が毎年実施している「地方消費者行政の現況調
査」で把握できる、各自治体の予算・体制等の充実度合と、消
費者行政関係条例915件との関連性についての関連性。

・消費生活条例に特有の規定である事業者名等の公表や訴
訟援助を始め、消費者・事業者間の紛争解決における審議
会・委員会によるあっせん又は調停等、条例に基づく制度の活
用状況の実態把握、並びに課題の検討。
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（参考）社会的な事件・事故等と条例制定との関連性等の分析
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●各条例が制定された年と、同時期にどのような消費生活に関わる事件・事故や法改正等があったかを比較し、
その関連等を調査した９５８件の条例について分析を行ったところ*、特に条例の制定数が多い時期が５箇所
で見られた（①昭和49～51年、②昭和55年、③平成17～18年、④平成21年、⑤平成28年）。
●①②は昭和48年の第１次オイルショック、③は平成16年の消費者基本法制定、④は「地方消費者行政活
性化基金」の創設、⑤は平成26年の消費者安全法改正が関係しており、地方自治体における消費者行政関
係条例の制定には、社会的事件や法の制定・改正が影響を与えていると考えられる。

＊ データベースにおいては、一部の条例は新たに制定されたように見えるものの、実際は以前あった条例が名称変更や市町村合併、全部改正等がなされ、実質
的には後継条例となっている場合がある。その際は、形式的に新たに制定された年がデータ上に登録されるため、データベースの登録どおりに条例の集計を行った場
合、本来の制定年にずれが生じることとなる。データベース上で条例の本文を確認し、前身となる条例の存在が把握できた４３件を加え、958件の条例の分析を
行った。
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